
   

一 

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

附
則
第
一
条
中
「
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
第
七
条
」

の
下
に
「
、
第
九
条
」
を
加
え
る
。 

附
則
第
二
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
十
一
項
」
を
「
第
十

二
項
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
法
律
第 

 
 

号
」
を
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第 

 
 

号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四

項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
平
成
二
十
二
年
法
律
第 

 
 

号
」
を
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第 

 
 

号
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
」
を
「
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

二
十
三
年
九
月
三
十
日
に
終
わ
る
も
の
と
さ
れ
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
平
成
二
十
三

年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
」
を
「
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
に
終
わ
る
も
の
と
さ
れ
る
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
七
項
各
号
」
を
「
第
八
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

に
終
わ
る
」
を
「
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
に
終
わ
る
も
の
と
さ
れ
る
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第

七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十



 

二 

一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三

十
一
日
に
終
わ
る
」
を
「
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
に
終
わ
る
も
の
と
さ
れ
る
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通

則
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
通
則
法
」
に
、
「
第
九
項
」
を
「
第
十
項
」
に
、
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成

二
十
三
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
事
業
年
度
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
百
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十

三
年
九
月
三
十
日
に
終
わ
る
も
の
と
す
る
。 

附
則
第
七
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
」
に

改
め
る
。 

附
則
第
八
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
九
条
中
「
都
道
府
県
が
」
の
下
に
「
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
又
は
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
か
ら
」
を



   

三 

加
え
、
「
当
該
譲
渡
が
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
か
ら
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
、
当
該
譲
渡
が
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
か
ら
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
」
を
削
る
。 

附
則
第
十
三
条
の
う
ち
第
五
条
の
改
正
規
定
中
「
平
成
二
十
二
年
法
律
第 

 
 

号
」
を
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第 

 
 

号
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
七
条
の
う
ち
第
五
十
九
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
二
十
二

年
法
律
第 

 
 

号
」
を
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第 

 
 

号
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
七
条
の
う
ち
附
則
の
改
正
規
定
の
う
ち
附
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成

二
十
三
年
十
月
一
日
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
九
条
の
う
ち
第
十
一
条
の
改
正
規
定
中
「
平
成
二
十
二
年
法
律
第 

 
 

号
」
を
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第 

 

 

号
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
三
十
七
条
の
う
ち
附
則
第
三
条
の
改
正
規
定
中
「
平
成
二
十
二
年
法
律
第 

 
 

号
」
を
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第

 
 

 

号
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
三
十
九
条
の
う
ち
附
則
第
七
条
の
改
正
規
定
中
「
平
成
二
十
二
年
法
律
第 

 
 

号
」
を
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第



 

四 

 
 

 

号
」
に
改
め
る
。



   

五 

こ
の
修
正
の
結
果
必
要
と
な
る
経
費 

 

こ
の
修
正
の
結
果
必
要
と
な
る
経
費
は
、
平
成
二
十
三
年
度
労
働
保
険
特
別
会
計
雇
用
勘
定
に
お
い
て
新
設
さ
れ
る
独
立
行

政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
運
営
費
約
二
百
四
十
三
億
円
、
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
施
設
整
備
費
約
十
一
億

円
の
見
込
み
で
あ
る
。 

 

な
お
、
所
要
の
経
費
は
、
既
に
、
同
勘
定
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
運
営
費
、
独
立
行
政
法

人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
施
設
整
備
費
及
び
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
運
営
費
等
に
お
い
て
計

上
さ
れ
て
い
る
。 


